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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の衝突判定を行う衝突判定手段と、
　イグニッションスイッチがオンされているときの各種車両情報を設定時間に亘り、設定
サンプリング周期毎に逐次更新しながら時系列的に記録する揮発性記録手段と、
　前記揮発性記憶手段に記憶されている車両情報から抽出された所定の車両情報を記録す
る不揮発性記録手段と、
　前記揮発性記録手段から前記不揮発性記録手段への車両情報の記録を制御する記録制御
手段とを備え、
　前記記録制御手段は、車両の衝突が判定されていない通常走行後にイグニッションスイ
ッチがオフされたときは第１の形式で前記揮発性記憶手段に記録されている車両情報を抽
出し、
　車両の衝突が判定されたときは第２の形式で前記揮発性記録手段に記録されている車両
情報を抽出し、
　前記抽出した車両情報を前記不揮発性記録手段に選択的に記録させ、
　前記第１の形式とは、前記揮発性記録手段に記録されている各種項目の車両情報を過去
設定時間に亘り、前記設定サンプリング周期よりも長い周期毎に抽出することであり、
　前記第２の形式とは、前記揮発性記録手段に記録されている特定項目の車両情報を衝突
の前後設定時間に亘り、前記設定サンプリング周期と同じ周期毎に抽出することである
ことを特徴とする車両用情報記録装置。
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【請求項２】
　前記記録制御手段は、衝突と判定され得る衝撃未満の衝撃であって予め設定された以上
の衝撃が検出されたとき、当該タイミングでの車両情報を前記揮発性記録手段から抽出し
て前記不揮発性記録手段に記録させることを特徴とする請求項１記載の車両用情報記録装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両事故発生時に当該事故発生前後の車両情報を時系列的に記録するイベン
トデータレコーダとしての機能を備えた車両用情報記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、自動車等の車両に搭載される情報記録装置においては、例えば、ドライバに
対する教育のための情報収集や、商用車の運行管理を行うための情報収集、車両システム
の診断を行うための情報収集等の目的に応じて、それぞれ必要とされる各種車両情報を所
定のタイミングで適宜記録する機能を備えたものが提案されている。
【０００３】
　さらに、情報記録装置においては、車両衝突が発生した際に、当該衝突前後の一定時間
の車両情報を時系列的に記録するイベントデータレコーダ（ＥＤＲ）としての機能を備え
たものが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００７－１２６０１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年、ＥＤＲにおいては、規格化された所定の形式で車両情報を記録するこ
とへの要請が高まっている。そして、ＥＤＲ用の記録形式が規格化された場合、例えば、
加速度や速度変化は勿論のこと、アクセルペダルやブレーキペダルの踏み込み量、エンジ
ンスロットル開度、エアバッグの作動状況等の多岐に亘る項目の車両情報を短いサンプリ
ング周期（例えば、３０ｍｓｅｃ）毎に所定時間記録する等、多くの情報量の記録を課せ
られることが予測される。
【０００５】
　その一方で、ドライバの教育や車両診断等に供する各車両情報は、ＥＤＲ用のものと記
録形式（記録する情報の項目やサンプリング周期等）が一致しない場合が多く、その傾向
は、ＥＤＲ用の記録形式が規格化された場合に特に顕著となる。従って、情報記録装置を
複数の用途に対応させるためには、用途毎に個別の形式で車両情報を記録する必要性が高
くなり、不揮発性メモリ等に膨大な記録容量を必要とする等、製造コストの高騰等を招来
する虞があった。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、少ない記録容量で、必要な車両情報を効率
よく記録することができる車両用情報記録装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様による車両用情報記録装置は、車両の衝突判定を行う衝突判定手段と、
イグニッションスイッチがオンされているときの各種車両情報を設定時間に亘り、設定サ
ンプリング周期毎に逐次更新しながら時系列的に記録する揮発性記録手段と、前記揮発性
記憶手段に記憶されている車両情報から抽出された所定の車両情報を記録する不揮発性記
録手段と、前記揮発性記録手段から前記不揮発性記録手段への車両情報の記録を制御する
記録制御手段とを備え、前記記録制御手段は、車両の衝突が判定されていない通常走行後
にイグニッションスイッチがオフされたときは第１の形式で前記揮発性記憶手段に記録さ
れている車両情報を抽出し、車両の衝突が判定されたときは第２の形式で前記揮発性記録
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手段に記録されている車両情報を抽出し、前記抽出した車両情報を前記不揮発性記録手段
に選択的に記録させ、前記第１の形式とは、前記揮発性記録手段に記録されている各種項
目の車両情報を過去設定時間に亘り、前記設定サンプリング周期よりも長い周期毎に抽出
することであり、前記第２の形式とは、前記揮発性記録手段に記録されている特定項目の
車両情報を衝突の前後設定時間に亘り、前記設定サンプリング周期と同じ周期毎に抽出す
ることである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の車両用情報記録装置によれば、少ない記録容量で、必要な車両情報を効率よく
記録することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の形態を説明する。図面は本発明の一実施形態に係わり、
図１は情報記録装置の概略構成を示す機能ブロック図、図２は車両情報記録制御ルーチン
を示すフローチャートである。
【００１０】
　図１において、符号１は車両に搭載される情報記録装置を示す。本実施形態において、
この情報記録装置１は、例えば、車両衝突時の衝撃から乗員を保護する乗員保護システム
に組み込まれて要部が構成されている。具体的には、情報記録装置１は、例えば、エアバ
ッグシステム５０に組み込まれて要部が構成されている。
【００１１】
　図１に示すように、エアバッグシステム５０は、例えば、複数のエアバッグ本体（例え
ば、運転席エアバッグ本体５１ａ、助手席エアバッグ本体５１ｂ、右サイドエアバッグ本
体５１ｃ、及び、左サイドエアバッグ本体５１ｄ）５１と、これらエアバッグ本体５１の
作動制御を行うエアバッグ制御ユニット５２とを有する。
【００１２】
　各エアバッグ本体５１は図示しない駆動回路を有し、駆動回路は、制御ユニット５２か
らの駆動信号が入力されると、図示しないインフレータを駆動させてエアバッグを展開さ
せる（乗員保護装置を作動させる）。なお、本実施形態において、各エアバッグ本体５１
は、制御ユニット５２から入力される駆動信号に応じて、エアバッグを段階的に展開させ
ることが可能となっている。
【００１３】
　エアバッグ制御ユニット５２には、例えば、車両前方からの衝撃力を検出する前方加速
度センサ５５ａ、車両略中央において各方向からの衝撃力を検出する中央加速度センサ５
５ｂ、車両右側方からの衝撃力を検出する右側方加速度センサ５５ｃ、車両左側方からの
衝撃力を検出する左側方加速度センサ５５ｄ等の各種加速度センサ５５が接続され、これ
ら各センサからの検出信号が車両情報として入力される。
【００１４】
　さらに、エアバッグ制御ユニット５２には、エンジン制御ユニット（ＥＧＩ）６０ａ、
トランスミッション制御ユニット（ＴＣＵ）６０ｂ、統合ユニット（統合ＥＣＵ）６０ｃ
等の各種制御ユニット６０がＣＡＮ等の回線６１を介して接続され、これら制御ユニット
６０を通じて各種車両情報が入力される。具体的には、エアバッグ制御ユニット５２には
、車速センサ、スロットル開度センサ、アクセルペダルセンサ、ブレーキペダルセンサ（
何れも図示せず）等の各種スイッチ・センサ類から検出信号が各制御ユニット６０を通じ
て入力される。また、エアバッグ制御ユニット５２には、各制御ユニット６０において演
算される各システムの診断結果等が入力される。
【００１５】
　エアバッグ制御ユニット５２は、各加速度センサ５５等からの信号に基づいて各エアバ
ッグ本体５１に対する駆動信号を生成するエアバッグ制御部５と、イグニッションスイッ
チ２０のオン時に各種車両情報を逐次時系列的に記録する揮発性記録手段としての揮発性
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メモリ６と、揮発性メモリ６に記録されている車両情報の中から所定の車両情報を記録す
る不揮発性記録手段としての不揮発性メモリ７と、揮発性メモリ６から不揮発性メモリ７
への車両情報の記録等を制御する記録制御手段としての記録制御部８と、を有して要部が
構成されている。
【００１６】
　ここで、エアバッグ制御ユニット５２には、例えば、大型のコンデンサ等から構成され
るバックアップ用電源９が内蔵されている。そして、バックアップ用電源９が内蔵される
ことにより、イグニッションスイッチ２０のオフ時は勿論のこと、車両衝突時等において
、バッテリ２１からの通電が遮断された場合にも、所定時間の間、エアバッグ制御ユニッ
ト５２内の各部には電力が供給される。すなわち、バッテリ２１からの通電が遮断された
後も、所定時間の間、揮発性メモリ６は記録した車両情報を保持するとともに、記録制御
部８は不揮発性メモリ７に対する記録制御等を行うことが可能となっている。
【００１７】
　エアバッグ制御部５は衝突判定手段としての機能を有し、このエアバッグ制御部５には
、例えば、各加速度センサ５５で検出された加速度等の車両情報が揮発性メモリ６を介し
て入力される。エアバッグ制御部５は、例えば、各加速度センサ５５で検出された加速度
のベクトル和等に基づいて衝突判定値Ｃｖを演算し、この衝突判定値Ｃｖが予め設定され
た閾値（第１の閾値Ｃｖ１）以上であるとき車両の衝突を判定する。そして、エアバッグ
制御部５は、車両の衝突を判定すると、各エアバッグ本体５１に対する駆動信号を生成す
る。その際、エアバッグ制御部５は、衝突判定値Ｃｖの応じて段階的に異なる駆動信号を
生成するようになっており、これにより、各エアバッグ本体５１はエアバッグを段階的に
展開させる。
【００１８】
　揮発性メモリ６には、各加速度センサ５５等からの信号が直接的に入力される。また、
揮発性メモリ６には、各制御ユニット６０に接続する各種スイッチ・センサ類からの信号
が間接的に入力されるとともに、各制御ユニット６０で適宜行われる故障診断の診断結果
等の信号が入力される。さらに、揮発性メモリ６には、エアバッグ制御部５から各エアバ
ッグ本体５１に対する制御情報等の信号が入力される。揮発性メモリ６は、各種入力信号
に対応する複数の記録領域を有する記録媒体で構成され、入力された各種信号を対応する
記録領域に車両情報として記録する。本実施形態において、揮発性メモリ６は、イグニッ
ションスイッチ２０がオンされているとき、記録制御部８からの制御信号に従って、例え
ば、エアバッグ制御ユニット５２に入力される全ての項目の車両情報を、過去設定時間Ｔ
に亘り、予め設定されたサンプリング周期Ｃ０（例えば、３０ｍｓｅｃ）毎に逐次更新し
ながら時系列的に記録する。
【００１９】
　不揮発性メモリ７は、記録制御部８からの制御信号に従い、揮発性メモリ６から所定の
形式で抽出された車両情報を記録する。
【００２０】
　この不揮発性メモリ７は、基本的には、イグニッションスイッチ２０がオフされたとき
、揮発性メモリ６に記録されている車両情報の中から、予め設定された第１の形式に従っ
て所定の車両情報を抽出し、記録する。具体的には、不揮発性メモリ７は、イグニッショ
ンスイッチ２０がオフされたとき、例えば、揮発性メモリ６に記録さている車両情報のデ
ータ群から、全項目の車両情報を、過去設定時間Ｔ１（例えば、Ｔ１＜Ｔ０）に亘り、設
定サンプリング周期Ｃ１（例えば、Ｃ１＞Ｃ０）毎に抽出して記録する。また、不揮発性
メモリ７は、例えば、イグニッションスイッチ２０がオフされる前であっても、衝突と判
定され得る衝撃未満の衝撃であって予め設定された以上の衝撃が検出されたとき（すなわ
ち、車両の所定以上の急加減速が検出されたとき）、当該タイミングにおける全項目の車
両情報を、揮発性メモリ６に記録されている車両情報のデータ群から抽出し、記録する。
このように、本実施形態において、衝突が判定されることなくイグニッションスイッチ２
０がオフされた場合、例えば、ドライバに対する教育や運行管理、車両システムの診断等
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に有効な車両情報を漏れなく記録すべく、不揮発性メモリ７には、揮発性メモリ６に記録
されている全項目の車両情報が比較的長いサンプリング周期Ｃ１毎に抽出されて記録され
る。
【００２１】
　その一方で、イグニッションスイッチ２０がオンされている走行中に、エアバッグ制御
部５において衝突が判定されると、不揮発性メモリ７は、現在記録してる車両情報を消去
するとともに、揮発性メモリ６に記録されている車両情報の中から、予め設定された第２
の形式に従って所定の車両情報を抽出し、記録する。具体的には、不揮発性メモリ７は、
車両の衝突が判定されたとき、例えば、揮発性メモリ６に記録されている車両情報のデー
タ群から、特に、衝突の原因究明等のために必要な項目の車両情報を、衝突の前後設定時
間Ｔ２（例えば、Ｔ２＜Ｔ０）に亘り、設定サンプリング周期Ｃ２（例えば、Ｃ２＝Ｃ０
）毎に抽出し、記録する。すなわち、車両の衝突が判定された場合、当該衝突解析に特化
した詳細な車両情報を記録するため、不揮発性メモリ７には、揮発性メモリ６に記録され
ている各項目の車両情報のデータ群の中から、例えば、衝突前後の設定時間内における加
速度、速度変化、アクセルペダルやブレーキペダルの踏み込み量、エンジンスロットル開
度、エアバッグの作動状況等に係る各項目の車両情報が短いサンプリング周期毎に抽出さ
れて記録される。
【００２２】
　次に、記録制御部８において行われる車両情報記録制御について、図２に示す情報記録
制御ルーチンのフローチャートに従って説明する。
【００２３】
　このルーチンはイグニッションスイッチ２０がオンされることによってスタートされる
もので、ルーチンがスタートすると、記録制御部８は、先ず、ステップＳ１０１において
、新たな記録領域を確保すべく、不揮発性メモリ７に記録されている車両情報を消去する
。
【００２４】
　続くステップＳ１０２において、記録制御部８は、現在、エアバッグ制御ユニット５２
に入力されている全車両情報を揮発性メモリ６に記録する。ここで、揮発性メモリ６には
各タイミングにおける各車両情報が時系列的に記録されるようになっており、この揮発性
メモリ６の記録容量を超えた場合、記録制御部８は、最も古い車両情報を消去して新たな
車両情報を記録する。
【００２５】
　そして、ステップＳ１０３に進むと、記録制御部８は、エアバッグ制御部５から衝突判
定値Ｃｖを入力し、続くステップＳ１０４において、この衝突判定値Ｃｖが第１の閾値Ｃ
ｖ１以上であるか否かを調べる。ここで、上述のように、第１の閾値Ｃｖ１は、車両が衝
突したか否かを判定するための閾値であり、衝突判定値Ｃｖが第１の閾値Ｃｖ１以上であ
る場合には、車両が衝突したことが判定される。
【００２６】
　ステップＳ１０４において、衝突判定値Ｃｖが第１の閾値Ｃｖ１未満でり車両が衝突し
ていないと判定すると、記録制御部８はステップＳ１０５に進み、衝突判定値Ｃｖが予め
設定された第２の閾値Ｃｖ２（Ｃｖ２＜Ｃｖ１）以上であるか否かを調べる。ここで、第
２の閾値Ｃｖ２は、例えば、車両が衝突したとの判定に至らないまでも、車両のシステム
異常等を誘発し得る衝撃が車体に作用したか否かを判定するための閾値であり、衝突判定
値Ｃｖが第２の閾値以上である場合には、車両に所定の衝撃が作用したことが判定される
。
【００２７】
　ステップＳ１０５において、衝突判定値Ｃｖが第２の閾値Ｃｖ２以上であると判定する
と、記録制御部８は、ステップＳ１０６に進み、揮発性メモリ６に記録されている車両情
報のデータ群から、現在のタイミングにおける全項目の車両情報を抽出し、抽出した車両
情報を不揮発性メモリ７に記録した後、ステップＳ１０８に進む。
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【００２８】
　一方、ステップＳ１０５において、衝突判定値Ｃｖが第２の閾値Ｃｖ２未満であると判
定すると、記録制御部８は、ステップＳ１０７に進み、イグニッションスイッチ２０がオ
フされたか否かを調べる。
【００２９】
　そして、ステップＳ１０７において、イグニッションスイッチ２０がオフされたと判定
した場合、記録制御部８は、ステップＳ１０８に進む。
【００３０】
　ステップＳ１０６或いはステップＳ１０７からステップＳ１０８に進むと、記録制御部
８は、上述のステップＳ１０２において最新の車両情報を記録してから設定時間ｔが経過
したか否かを調べ、未だ設定時間ｔが経過していないと判定した場合、そのまま待機する
。
【００３１】
　一方、ステップＳ１０８において、設定時間ｔが経過したと判定した場合、記録制御部
８は、ステップＳ１０２に戻る。ここで、設定時間ｔ（すなわち、待機時間）は、例えば
、３０ｍｓｅｃに設定されており、これにより、揮発性メモリ６には、３０ｍｓｅｃのサ
ンプリング周期Ｃ０毎に新たな車両情報が逐次時系列的に記録される。
【００３２】
　また、ステップＳＳ１０７において、イグニッションスイッチ２０がオフされたと判定
した場合、記録制御部８は、ステップＳ１０９に進み、揮発性メモリ６に記録されている
車両情報のデータ群から、全項目の車両情報を、過去設定時間Ｔ１に亘り、設定サンプリ
ング周期Ｃ１毎に抽出して、不揮発性メモリ７に記録した後、ルーチンを終了する。
【００３３】
　また、ステップＳ１０４において、衝突判定値Ｃｖが第１の閾値Ｃｖ１以上であり車両
が衝突したと判定すると、記録制御部８は、ステップＳ１１０に進み、不揮発性メモリ７
に記録されている車両情報（すなわち、ステップＳ１０６において記録された車両情報等
）を消去した後、ステップＳ１１１に進む。
【００３４】
　そして、ステップＳ１１１において、記録制御部８は、揮発性メモリ６に記録されてい
る車両情報のデータ群から、衝突の原因究明等のために必要な項目の車両情報を、衝突の
前後設定時間Ｔ２に亘り、設定サンプリング周期Ｃ２毎に抽出して、不揮発性メモリ７に
記録した後、ルーチンを終了する。
【００３５】
　これにより、車両が衝突したことを判定することなくイグニッションスイッチ２０がオ
フされた場合、不揮発性メモリ７には、過去設定時間Ｔ１に亘りサンプリング周期Ｃ１毎
に抽出した全項目の車両情報が記録される。さらに、衝突と判定されるまでには至らない
までも所定以上の衝撃が車体に作用した場合、不揮発性メモリ７には、当該タイミングに
おける全項目の車両情報が適宜付加的に記録される。一方、イグニッションスイッチ２０
のオン中に車両が衝突したことが判定された場合、不揮発性メモリ７には、上述の形式（
第１の形式）で抽出した車両情報に代えて、衝突の前後設定時間Ｔ２に亘りサンプリング
周期Ｃ２毎に抽出した特定の項目の詳細な車両情報が記録される。
【００３６】
　このような実施形態によれば、揮発性メモリ６に記録されている各種車両情報を、車両
の衝突が判定されていない通常走行後にイグニッションスイッチ２０がオフされたときと
、車両の衝突が判定されたときとで異なる形式で抽出し、抽出した車両情報を選択的に不
揮発性メモリ７に記録することにより、大容量の不揮発性メモリ７を用いることなく、必
要な車両情報を効率よく記録することができる。特に、衝突時の車両情報を規格化された
所定の形式で記録する必要が生じた場合にも、各場面に応じた有用な車両情報を少ない記
録容量で的確に記録することができる。
【００３７】
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　なお、各場面で情報記録装置１に記録される車両情報の項目や形式等については、上述
のものに限定されるものではなく、用途等に応じて適宜変更可能であることは勿論である
。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】情報記録装置の概略構成を示す機能ブロック図
【図２】車両情報記録制御ルーチンを示すフローチャート
【符号の説明】
【００３９】
　１　…　情報記録装置
　５　…　エアバッグ制御部（衝突判定手段）
　６　…　揮発性メモリ（揮発性記録手段）
　７　…　不揮発性メモリ（不揮発性記録手段）
　８　…　記録制御部（記録制御手段）
　９　…　バックアップ用電源
　２０　…　イグニッションスイッチ
　２１　…　バッテリ
　５０　…　エアバッグシステム
　５１　…　エアバッグ本体
　５１ａ　…　運転席エアバッグ本体
　５１ｂ　…　助手席エアバッグ本体
　５１ｃ　…　右サイドエアバッグ本体
　５１ｄ　…　左サイドエアバッグ本体
　５２　…　アバッグ制御ユニット
　５２　…　制御ユニット
　５２　…　エアバッグ制御ユニット
　５５　…　各種加速度センサ
　５５ａ　…　前方加速度センサ
　５５ｂ　…　中央加速度センサ
　５５ｃ　…　右側方加速度センサ
　５５ｄ　…　左側方加速度センサ
　６０　…　種制御ユニット
　６１　…　回線
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